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1

『納税通知書等の電子化における見積参考資料0.51版』より、「二重納付のリスクを軽減するために、納税者が電子通知希望申請を
行った年は、納付書の電子化は行わず、納付は郵送された紙の納付書を利用した従来の方法のみで行う。一方でその翌年以降は、紙
の納付書は納税者に送付しない想定である。」とされている。業務効率性の観点から電子送付の希望があった場合、システム上で自動
的に紙の納付書の出力しない機能を設けてほしい。

○ 5.1版 令和9年3月1日 ● 該当機能なし 納税通知書等のデジタル化
納税通知書・納付書送付不要機能
新規機能要件追加

機能の定義なし 【機能要件】
電子通知希望があった場合は、当初賦課処理後または更正処理後に固定資産税の納付書に係る帳票を電子通
知希望者を除いた納税義務者のみで作成できること。

【実装区分】
実装必須機能

【要件の考え方・理由】
納税通知書等の電子化のための要件として定義している。
詳細は地方税共同機構の仕様書等を確認すること。

参考『納税通知書等の電子化における見積参考資料1.0版』
二重納付のリスクを軽減するために、納税者等が電子通知希望申請を行った年は、納付書の電子化は行わず、納
付は郵送された紙の納付書を利用した従来の方法のみで行う。一方でその翌年以降は、紙の納付書は納税者等に
送付しない想定である。

質問 ①本変更案への賛否をご回答ください。
②反対の場合、理由をご記載ください。なお、業務効率性の観点から全て
の自治体に必須な機能であると考えている点を申し添えます。

賛成 賛成 賛成 賛成 その他 機能の実装自体に異論はありません
が、現時点での仕様で既に予算措
置、契約の準備を進めている段階であ
るため、適合基準日:令和9年3月1日
では現在までの調整が覆されるもので
あり、賛同いたしかねます。
本機能が実装されていないとしても納
税通知書等の電子化の運用自体は
可能であるため、適合基準日の先延
ばしを要望します。

賛成 その他 当市は機能要件には準拠しないため、
回答は控えさせていただきます。

賛成 賛成 賛成 その他 　電子送付の希望があった場合、シス
テム上で自動的に紙の納付書の出力
しない機能の実装には賛成します。
　納税通知書の電子化を希望した納
税者が、電子化するのは納税通知書
のみと考え、納付方法も変更となる事
を認識せず、電子納付に必要な操作
をおこなわず、納付書も届かないため、
結果的に収納率が低下したり、電話
や窓口での納付書の発行依頼が増加
する事を二重納付以上に懸念していま
す。
　そこで、システムのパラメータにより、電
子送付の希望があった場合もシステム
上で自動的に紙の納付書の出力でき
る設定が選択できるようにして頂きたい
と考えています。

その他 団体の運用に関する事項であり、機構
としての回答は控えさせていただきます。

賛成 賛成 異論ございませんが、地方税共同機
構から示された「納税通知書等の電子
化における見積参考資料1.0版を提
供いただけますでしょうか。

10 0 4 事業者含め、機能要件の要件化自体に反対する意見はないため、本機能要件は成案することとしま
す。なお、制度上納付書を電子的に送付するのは令和10年４月以降となるため、制度上の観点から
本機能要件における適合基準日は「令和10年4月1日」とします。

2

同一の納税義務者であっても、以下の1～3の場合、個別に納税通知書を発行する場合がある。そのため、資産ごと、行政区ごと、土地
家屋・償却の別で電子通知希望（有／無）、団体別仮名識別子を管理可能な前提の仕様として欲しい。

１，共有資産と単独資産が存在する場合
２，土地家屋・償却（償却内でも大臣配分・知事配分・市⾧決定分の分割も許容）で通知が別送されている場合
３，行政区ごとに納税通知書を送付しており、同一市内別行政区に資産を所有している場合

○ 5.1版 令和9年3月1日 ● 機能ID:0120346 納税義務者マスタ管理
要件の考え方・理由の追記

【機能要件】
納税義務者ごとに、納税義務者情報を管理（設定・保持・修正）できること。
＜納税義務者情報＞
・電子通知希望（有/無）
・団体別仮名識別子

【要件の考え方・理由】
納税通知書等の電子化のための要件として、納税義務者単位で「電子通知希望（有/無）」及び「団体別仮名識
別子」を管理するため定義した。

【機能要件】
納税義務者ごとに、納税義務者情報を管理（設定・保持・修正）できること。
＜納税義務者情報＞
・電子通知希望（有/無）
・団体別仮名識別子

【要件の考え方・理由】
納税通知書等の電子化のための要件として、納税義務者単位で「電子通知希望（有/無）」及び「団体別仮名識
別子」を管理するため定義した。
なお、同一納税義務者に複数の納税通知書が送付されている場合（例:共有資産と単独資産が存在する場
合）で納税通知書ごとに電子送付の有無を区別する必要がある場合も対応出来ることを想定している。

質問 ①本変更案への賛否をご回答ください。
②反対の場合、理由をご記載ください。なお、制度上、納税義務者は1～
3の事例の場合に個別に発行された納税通知書ごとに電子通知の希望有
無を選択可能とされていることを申し添えます。
③（事業者様を中心にご回答ください）
一部の事業者様には1/19~1/23でAPPLIC経由で本件に係る意見照会
をさせていただいておりました。多くの事業者からは以下の２パターンの回答
をいただいております。
A:本税務システムは同一納税義務者の場合は名寄せして課税しており、
納税義務者単位に通知を送する場合を前提としているため、1～3の事例
は生じ得ない
B:1～3の事例の場合、課税する単位で個別に納税義務者情報を作成し
ているため、要件の考え方・理由に解釈さえ追記いただければ機能
ID:0120346の要件自体に修正は必要ない
AB何れにも該当せず、本要件を実装することが困難な事業者がございまし
たら想定している実装方法含めご回答いただけますでしょうか。

その他 ③について
1、区分所有は本人分と名寄せして課
税するため、共有資産には当てはまら
ない認識。共有資産は一般共有の資
産と理解している。この場合、共有構
成員が電子通知が希望していることを
管理できることが望ましい。
なお、2、3はいずれも実施しておらず、
事例を聞いたこがない。条件を付ける、
またはオプション機能とすることが望まし
い。
(既存ベンダー確認）

賛成 賛成 賛成 その他 機能の実装自体に異論はありません
が、現時点での仕様で既に予算措
置、契約の準備を進めている段階であ
るため、適合基準日:令和9年3月1日
では現在までの調整が覆されるもので
あり、賛同いたしかねます。
本機能が実装されていないとしても納
税通知書等の電子化の運用自体は
可能であるため、適合基準日の先延
ばしを要望します。

賛成 その他 当市は機能要件には準拠しないため、
回答は控えさせていただきます。

賛成 意見としては賛成で実装必須機能と
していただきたいですが、
標準化全体を通して、仕様変更が頻
回に行われるとその都度システム改修
が必要になり、毎年度改修予算を計
上せざるを得ない状況となり、終わりな
き標準化となります。特に、納税通知
書電子化など大規模な追加の改修が
生じる場合、自治体の財政負担は非
常に大きくなります。そのため、標準仕
様書の改訂スケジュールや内容につい
て、自治体の財政負担や改修作業の
実務を踏まえたご配慮願います。
例えば、令和8年3月までに税システム
標準化へ移行した自治体については、
その後の仕様変更に対し3年間の猶
予期間を設けるといった形で、改修時
期に一定の安定性を持たせていただけ
ますと幸いです。

賛成 賛成 その他 １.２.３.で見解が異なりますので個
別に下記に記します。
１．共有資産と単独資産が存在する
場合では共有者全員が単有分とあわ
せて電子化に同意しているか明確でな
く、共有資産のみ他の共有者と情報
共有する必要性から引き続き、紙の納
税通知書の交付を希望するケースが
想定されるため賛成。
２．土地家屋と償却区と区分が異
なっても納税者（法人、または、個人
事業主）の意思表示としては、同一と
考えられ納税者から見ると複数回、手
続きが必要となる事は、住民サービス
の観点ではマイナスとなる事が懸念さ
れるため反対。
３．区が異なっても納税者の意思表
示としては、同一と考えられ納税者から
見ると複数回、手続きが必要となる事
は、住民サービスの観点ではマイナスと
なる事が懸念されるため反対。

その他 共有代表者以外の共有者対応につき
ましても問題が無ければ、機構としまし
ては意見ございません。

賛成 賛成 異論ございません。 9 0 5 WT結果を踏まえ、当初の事務局方針のとおりの内容にて要件化する。

3

電子通知作成不可情報及び電子通知希望取消申請の登録形式を記載修正する。「納税通知書等の電子化」への対応のため、地
方税共同機構から示された「納税通知書等の電子化における見積参考資料」等に則り、eLTAX（通知IFS）への登録方式につい
て、記載を見直した。

○ 5.1版 令和9年3月1日 ● 機能ID:0120377 納税義務者マスタ管理
誤記修正

電子通知希望があった際に、電子通知送付することが適当でないと判断される場合は、電子通知作成不可情報を
CSV形式でeLTAX（通知IFS）に登録できること。
また、電子通知希望取消申請があった場合は、確認結果を CSV形式でeLTAX（通知IFS）に登録できること。

電子通知希望があった際に、電子通知送付することが適当でないと判断される場合は、電子通知作成不可情報を
 CSV形式でeLTAX（通知IFS）に登録できること。
また、電子通知希望取消申請があった場合は、確認結果を CSV形式でeLTAX（通知IFS）に登録できること。

報告 WT結果を踏まえ、当初の事務局方針のとおりの内容にて要件化する。

4

納通QRは納税通知書以外にも印刷するため、機能ID:0120370 【「納通QR」を生成し、納税通知書に印字できること。 」】の表記に
ついて、【「納通QR」を生成し、納税通知書及び更正決定通知書等に印字できること。】として、要件及び備考を見直した。

○ 5.1版 令和9年3月1日 ● 機能ID:0120370 納通QRに関し、要件の補記 【機能要件】
「納通QR」を生成し、納税通知書に印字できること。

【備考】
・納通QRは納税通知書等の電子化希望申請用のQRコード。

【機能要件】
「納通QR」を生成し、納税通知書及び更正決定通知書等に印字できること。

【備考】
・納通QRは納税通知書等の電子送付を希望する際に読み込む二次元コード。

報告 WT結果を踏まえ、当初の事務局方針のとおりの内容にて要件化する。

5

電子通知作成不可情報及び電子通知希望取消申請の登録形式を記載修正する。「納税通知書等の電子化」への対応のため、地
方税共同機構から示された「納税通知書等の電子化における見積参考資料」等に則り、eLTAX（通知IFS）への登録方式につい
て、記載を見直した。

○ 5.1版 令和9年3月1日 ● 機能ID:0128029 電子ファイルにおける取り込み方法の表記修正 【機能要件】
行政区ごとに、eLTAXと連携し、電子通知希望情報（法人3情報（法人番号、法人名、本店所在地）、券面4
情報、個人番号、eL番号等）、電子通知希望取消申請、電子通知アップロード時のエラー明細等を一括及び個
別にCSV形式で取込みできること。
取込結果から納税義務者を確認し、納税義務者情報（電子通知希望の有無）の更新を一括及び個別でできる
こと。

【機能要件】
行政区ごとに、eLTAXと連携し、電子通知希望情報（法人3情報（法人番号、法人名、本店所在地）、券面4
情報、個人番号、eL番号等）、電子通知希望取消申請、電子通知アップロード時のエラー明細等を一括及び個
別に CSV形式で取込みできること。
取込結果から納税義務者を確認し、納税義務者情報（電子通知希望の有無）の更新を一括及び個別でできる
こと。

報告 WT結果を踏まえ、当初の事務局方針のとおりの内容にて要件化する。

6

電子通知作成不可情報及び電子通知希望取消申請の登録形式を記載修正する。「納税通知書等の電子化」への対応のため、地
方税共同機構から示された「納税通知書等の電子化における見積参考資料」等に則り、eLTAX（通知IFS）への登録方式につい
て、記載を見直した。

○ 5.1版 令和9年3月1日 ● 機能ID:0128034 電子ファイルにおける取り込み方法の表記修正 【機能要件】
行政区ごとに、電子通知希望があった場合は、当初賦課処理後または更正処理後に、固定資産税の納税通知
書、課税明細書、納付書、更正価格決定通知書（税額更正処理後の場合のみ。）、更正賦課決定通知書
（税額更正処理後の場合のみ）に係る副本データをCSV形式で一括又は個別に作成し、eLTAX（通知IFS）
に登録できること。

【機能要件】
行政区ごとに、電子通知希望があった場合は、当初賦課処理後または更正処理後に、固定資産税の納税通知
書、課税明細書、納付書、更正価格決定通知書（税額更正処理後の場合のみ。）、更正賦課決定通知書
（税額更正処理後の場合のみ）に係る副本データを CSV形式で一括又は個別に作成し、eLTAX（通知IFS）
に登録できること。

報告 WT結果を踏まえ、当初の事務局方針のとおりの内容にて要件化する。

7

電子通知作成不可情報及び電子通知希望取消申請の登録形式を記載修正する。「納税通知書等の電子化」への対応のため、地
方税共同機構から示された「納税通知書等の電子化における見積参考資料」等に則り、eLTAX（通知IFS）への登録方式につい
て、記載を見直した。

○ 5.1版 令和9年3月1日 ● 機能ID:0120364 電子ファイルにおける取り込み方法の表記修正 【機能要件】
電子通知希望があった場合は、当初賦課処理後または更正処理後に、固定資産税の納税通知書、課税明細書、
納付書、更正価格決定通知書（税額更正処理後の場合のみ。）、更正賦課決定通知書（税額更正処理後の
場合のみ）に係る副本データをCSV形式で一括又は個別に作成し、eLTAX（通知IFS）に登録できること。

【機能要件】
電子通知希望があった場合は、当初賦課処理後または更正処理後に、固定資産税の納税通知書、課税明細書、
納付書、更正価格決定通知書（税額更正処理後の場合のみ。）、更正賦課決定通知書（税額更正処理後の
場合のみ）に係る副本データを CSV形式で一括又は個別に作成し、eLTAX（通知IFS）に登録できること。

報告 WT結果を踏まえ、当初の事務局方針のとおりの内容にて要件化する。

賛成 反対 その他 事務局方針

L団体 M団体 N団体K市F市 G市 H市 I市 J市A市 B市 C市 D市 E市

#
標準仕
様書へ
の反映
時期

備考適合基準日 要件（変更後）

改正・要望内容
標準仕
様書へ
の反映

仕様書分類

要件No 要件名 要件（変更前）


